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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　マスクフレームと、
　該マスクフレームに設けられ、前額部部材（１１６０）を含む前額部支持体（１１５０
）と、
　前記前額部部材に連結されるように適合された少なくとも１つのストラップと、
　を備え、
　前記前額部部材が、少なくとも１つのストラップ（１１７０Ｌ，１１７０Ｒ）が該前額
部部材の少なくとも一部分及び該前額部部材の後部の周りをループするストラップループ
を形成し、該ストラップループの少なくとも一部分が、使用時に前記額部部材と患者の前
額部との間の詰め物としての１つ若しくは複数の層または複数の幅を有し、これによりス
トラップループを構成するのを可能にするように構成及び配置される１つまたは複数の開
口部（１１６２Ｌ，１１６２Ｒ）を含み、且つ、
　前記前額部部材には可撓性要素（１１９０）が設けられ、該可撓性要素（１１９０）の
大きさ、材料及び／または剛性は、使用時に前記ストラップにより与えられる負荷の分布
を少なくとも部分的に決定付けることによって、当該負荷を分布させるように構成され、
　前記１つ若しくは複数の層または複数の幅は、前記可撓性要素（１１９０）と前記患者
の前額部との間に配され、これにより前記可撓性要素（１１９０）と前記患者の前額部と
の間での詰め物を提供して、前記可撓性要素（１１９０）と前記患者の前額部との接触を
実質的に防止した、
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　呼吸マスク。
【請求項２】
　前記少なくとも１つのストラップが第１及び第２のストラップを含み、前記前額部部材
の各側が、前記第１及び第２のストラップが該前額部部材の個別の部分の周りをループす
る第１及び第２のストラップループを形成し、使用時に前記前額部部材と患者の前額部と
の間に１つまたは複数の層のストラップループを構成するのを可能にするために構成及び
配置される１つまたは複数の開口部を含む、請求項１に記載の呼吸マスク。
【請求項３】
　各ストラップループが、フック状且つループ状のアタッチメントによって固定される、
請求項１または２に記載の呼吸マスク。
【請求項４】
　各ストラップループがバックル装置によって固定される、請求項１または２に記載の呼
吸マスク。
【請求項５】
　前記可撓性要素が、前記マスクフレーム及び／または前額部支持体の材料及び／または
剛性と異なる材料及び／または剛性で構成される、請求項１～４のいずれか一項に記載の
呼吸マスク。
【請求項６】
　前記可撓性要素が、使用時に、前記患者の前額部に近接して前記前額部部材の前方に配
置される、請求項１～５のいずれか一項に記載の呼吸マスク。
【請求項７】
　前記前額部部材が前記患者の顔面に対して水平方向の第１の幅を含み、前記可撓性要素
が、前記水平方向において、前記第１の幅より大きい第２の幅を含む、請求項１～６のい
ずれか一項に記載の呼吸マスク。
【請求項８】
　前記可撓性要素が可撓性梁を含む、請求項１～７のいずれか一項に記載の呼吸マスク。
【請求項９】
　前記前額部部材及び前記可撓性要素はそれぞれ、第１及び第２のストラップが前記前額
部部材及び前記可撓性梁の個別の部分の周りをループする第１及び第２のストラップルー
プを形成するのを可能にするように構成及び配置された開口部を含み、
　各ストラップループの層は、使用時に、前記可撓性梁と前記患者の前額部との間に配置
され、これにより、前記可撓性梁と前記患者の前額部との間の接触を防止する、請求項８
に記載の呼吸マスク。
【請求項１０】
　前記前額部部材は、前記患者の前額部に沿って横方向に延在するように適合された、請
求項１～９のいずれか一項に記載の呼吸マスク。
【請求項１１】
　フルフェイスマスクまたは鼻マスクである、請求項１～１０のいずれか一項に記載の呼
吸マスク。
【請求項１２】
　前記マスクフレームに設けられ、患者の顔と密閉状態を形成するように適合されたクッ
ションを更に含む、請求項１～１１のいずれか一項に記載の呼吸マスク。
【請求項１３】
　前記マスクフレームに設けられ、空気供給チューブに連結されるように適合されたエル
ボーを更に含む、請求項１～１２のいずれか一項に記載の呼吸マスク。
【請求項１４】
　前記前額部支持体は略Ｔ形を有する、請求項１～１３のいずれか一項に記載の呼吸マス
ク。
【請求項１５】
　前記前額部支持体は、固定した状態でまたは調節自在に前記マスクフレームに取り付け
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られた、請求項１～１４のいずれか一項に記載の呼吸マスク。
【請求項１６】
　前記ストラップループによって提供された前記１つ若しくは複数の層は、前記可撓性要
素と前記患者の前額部との間に配され、前記可撓性要素の大部分を覆うように協働し、使
用時に前記可撓性要素と前記患者の前額部との前記接触を実質的に防止した、請求項１～
１５のいずれか一項に記載の呼吸マスク。
【請求項１７】
　前記可撓性要素は、前記少なくとも１つのストラップとは異なる材料及び／または剛性
を以て構成された、請求項１～１６のいずれか一項に記載の呼吸マスク。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願の相互参照
　本出願は、２００７年６月２２日に出願された豪州特許仮出願第２００７９０３３６１
号の利益を主張するものであり、その全体が参照により本明細書に組み込まれる。
【０００２】
　本発明は呼吸マスクに関し、特に、呼吸マスク用の前額部支持体、前額部パッド及びヘ
ッドギアに関する。
【背景技術】
【０００３】
　呼吸マスクは、一般に、フレーム、シーリングクッション、空気分配エルボー、１つま
たは複数の前額部パッドを有する調節可能前額部支持体、及び、ヘッドギアから構成され
る。
【０００４】
　前額部支持体は、患者の顔の上でマスクを安定させる働きをし、クッションが患者の顔
の輪郭上に正確に位置するのを確実にする。前額部支持体は、一般に、フレーム及びクッ
ションが前額部パッドの周りを枢動するのを可能にする形でフレームを固定し、クッショ
ンがヘッドギアの張力下でつぶれないようにする。これにより、クッションが患者の顔と
密閉して当接するように維持される。
【０００５】
　ヘッドギアは、前額部支持体及びクッションを含むマスクを患者の顔上の選択した位置
で安定させることを目的とする。これは、クッションの周りの漏れを減少させるのに役立
つ。
【０００６】
　一般に、マスクの患者の顔との接触領域は患者にとって柔らかく感じることが好ましく
、更に、ある領域にわたってヘッドギアの張力を分配することが好ましい。
【０００７】
　典型的な前額部支持体は、概略Ｔ形またはＩ形で剛性または半剛性の構成要素を有して
おり、この構成要素は、それ自体に取り付けられる一対の前額部パッドを有し、更に、ヘ
ッドギアストラップと係合するように適合された１つまたは複数のフック、スロットまた
はクリップ受けを有する。特許文献１～特許文献４、及び米国特許仮出願第６０／８５８
６９４号を参照されたい。
【０００８】
　前額部パッドは、典型的には、発泡体から切断されるか、シリコン内で成形されたりシ
リコン内に押し出されたりするか、或いは、前額部支持体のより剛性の材料とは異なり、
しばしばポリカーボネート材料から成形される柔らかく快適な材料から構成される。
【０００９】
　他の形態のマスクには半剛性の安定構造体が含まれてよく、この安定構造体は、それ自
体に縫い込まれたりその他の形で取り付けられたりする繊維と発泡体との層を有する。特
許文献５を参照されたい。
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【特許文献１】米国特許第６１１９６９３号明細書
【特許文献２】米国特許第６５３２９６１号明細書
【特許文献３】米国特許第７２１６６４７号明細書
【特許文献４】国際公開第２００６／０７４５１７号パンフレット
【特許文献５】国際公開第２００３／０９０８２７号パンフレット
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の第１の態様は、使用するのが容易で、安価且つ快適な前額部支持体を提供する
。
【００１１】
　本発明の第２の態様によると、呼吸マスク用のヘッドギアが提供され、このヘッドギア
の少なくとも一部分は、患者の前額部とマスクの前額部支持体との間に柔らかい中間物（
medium）を形成する。
【００１２】
　有利には、ヘッドギアの張力下において、ヘッドギアは、（ａ）高い圧力の接触領域を
形成するのを回避するために前額部の大部分にわたって過重を分配する段階と、（ｂ）触
れると柔らかく且つ／または温かい接触表面を用意する段階と、（ｃ）前額部の可能な限
り広い部分を前額部支持体と確実に接触させて平均圧力が低下するように、前額部支持体
と患者の前額部との間に変形可能な中間物を介在させる段階とにより、患者の快適さを向
上させる、患者の前額部と前額部支持体との間の詰め物（padding）として機能する。
【００１３】
　本発明の実施形態の別の利点は、特定の前額部パッド（例えば、典型的にはレスメッド
ウルトラミラージュマスク（ResMed Ultra Mirage Mask）に設けられるパッド）が余分に
なり、物資コスト、組立ての複雑さ、及び／または組立て時間が縮小されることである。
【００１４】
　本発明の第３の態様によると、マスクの前額部支持体に取外し可能に取り付けられるよ
うに適合された、呼吸マスク用のヘッドギアが提供される。
【００１５】
　本発明の第４の態様によると、呼吸マスク用のヘッドギアが提供され、このヘッドギア
の少なくとも一部分が、患者の前額部とマスクの前額部支持体との間に柔らかい中間物を
形成し、ヘッドギアが可撓性ストラップで形成されている。
【００１６】
　一形態では、２つの前面ヘッドギアストラップが患者の前額部上を通っており、これら
のそれぞれが端部領域に形成されるループを有する。これらのループは、隣接して向かい
合う関係で使用される。
【００１７】
　一形態では、ヘッドギアは、患者の前額部に隣接するヘッドギアの少なくとも一部分を
補強するように働く前額部部材を含む。前額部部材は患者の前額部に沿って横方向に延在
してよく、前額部支持体と一体化して、または別個の部材として提供されてよい。前額部
部材は、ヘッドギアに着脱自在に或いは永久的に取り付けられてよい。
【００１８】
　一形態では、前面ヘッドギアストラップのそれそれが、前額部部材内または前額部支持
体内の開口を通ってループする。各ストラップループは、前額部部材または前額部支持体
の一方の側または両側（すなわち、患者の顔に最も接近する側及び患者の顔から最も離れ
た側）に配置されてよい。前額部部材または前額部支持体の内側表面に隣接する各ストラ
ップループの両側に配置することの１つの利点は、二重の層のヘッドギアが患者の前額部
と前額部部材または前額部支持体との間に設けられることである。この二重の層のヘッド
ギアは詰め物として機能し、患者の快適さを向上させることができる。
【００１９】
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　一形態では、各前面ヘッドギアストラップは、上述した方式と同様の方式でループして
前額部部材または前額部支持体のどちらかに固定される端部を有する離隔された２つのス
トラップに分岐してよい。有利には、これにより、患者の前額部上でのストラップのより
安定した接合が実現される。
【００２０】
　一形態では、各ヘッドギアストラップまたはストラップループは、前額部部材または前
額部支持体を１回または複数回通過することができ、それによりストラップが安定した形
で固定される。
【００２１】
　ループは、ヴェルクロ（Velcro（登録商標））アタッチメント、縫成、バックル、また
は他の適当な手段によって閉じられてよい。バックルは、前額部支持体の前額部部材内に
設けられてよい。
【００２２】
　マスクは、任意のタイプの、特に呼吸療法用に適合されたタイプの顔面マスクであって
よく、フルフェイスマスク、鼻マスク、鼻枕（nasal pillows）、または他の任意のタイ
プのマスクの形態をとることができることに留意されたい。
【００２３】
　本発明の別の態様は、マスクフレームと、マスクフレームに設けられ、前額部部材を含
む前額部支持体と、前額部部材に連結するように適合された少なくとも１つのストラップ
を含むヘッドギアとを含む呼吸マスクに関する。前額部部材は、少なくとも１つのストラ
ップが前額部部材の少なくとも一部分の周りをループするストラップループを形成し、使
用時にヘッドギア部材と患者の前額部との間に１つまたは複数の層のストラップループを
構成するのを可能にするように構成及び配置される１つまたは複数の穴を含む。
【００２４】
　本発明の別の態様は、マスクフレームと、マスクフレームに設けられ、前額部部材を含
む前額部支持体と、第１及び第２のストラップを含むヘッドギアとを含む呼吸マスクに関
する。前額部部材は、第１及び第２のストラップが前額部部材の個別の部分の周りをルー
プする第１及び第２のストラップループを形成するのを可能にするように構成及び配置さ
れる１つまたは複数の穴を含み、このストラップループは、前額部部材の左右対称の垂直
面を基準に非対称に配置される。
【００２５】
　本発明の別の態様は、マスクフレームと、マスクフレームに設けられ、第１の幅の前額
部部材を含む前額部支持体と、第１の幅より大きい第２の幅を含む可撓性梁と、第１及び
第２のストラップを含むヘッドギアとを含む呼吸マスクに関する。前額部部材及び可撓性
梁はそれぞれ、第１及び第２のストラップが前額部部材及び可撓性梁の個別の部分の周り
をループする第１及び第２のストラップループを形成するのを可能にするように構成及び
配置される開口部を含み、各ストラップループの層は、使用時に可撓性梁と患者の前額部
との接触を防止するために可撓性梁と患者の前額部との間に配置される。
【００２６】
　本発明の別の態様は、マスクフレームと、マスクフレームに設けられる前額部支持体と
、前額部支持体に連結されるように適合された少なくとも１つのストラップを含むヘッド
ギアとを含む呼吸マスクに関する。この少なくとも１つのストラップは、前額部支持体と
患者の前額部との間に離隔されたストラップのそれぞれの層を配置するために前額部支持
体の少なくとも一部分の周りをループする２つの離隔されたストラップに分岐する。
【００２７】
　本発明の他の態様、特徴及び利点は、本開示の一部であり更に例として本発明の原理を
図示している添付図面と合わせて以下の詳細な説明を読むことにより、明らかになるであ
ろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
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　添付図面により、本発明の種々の実施形態の理解が容易になる。
【００２９】
　以下の説明は、共通の特性及び特徴を共有してよいいくつかの実施形態に関連して提示
される。任意の一実施形態の１つまたは複数の特徴が別の実施形態の１つまたは複数の特
徴と組合せ可能であってよいことを理解されたい。更に、複数の実施形態のいずれかにお
ける任意の一特徴または複数の特徴の組合せにより追加の実施形態を構成することができ
る。
【００３０】
　本明細書において、「comprising（備える）」という用語は、「非限定」の意味、すな
わち「including（含む）」の意味で解釈されるべきであり、従って、「限定」の意味、
すなわち「consisting only of（のみからなる）」の意味に限定されるべきではない。「
comprise」、「comprised」、及び「comprises」という関連する用語が現れたときも、同
様の解釈がされる。
【００３１】
　「空気」という用語は、例えば補足的な酸素（supplemental oxygen）を含む空気の如
き、呼吸に供することが可能な気体（breathable gases）を含むと解釈される。
【００３２】
　１．従来の前額部支持体
　図１に、従来のマスク１０を示す（例えば特許文献２を参照されたい）。図示したよう
に、マスク１０は、フレーム１２と、フレーム１２に設けられ、患者の顔と密閉状態を形
成するように適合されたクッション１４と、フレーム１２に設けられ、呼吸に供すること
が可能な気体を患者に供給する空気供給チューブに連結されるように適合されたエルボー
１６と、マスクと患者の前額部との間に支持安定機構を形成する前額部支持体１８とを含
む。ヘッドギアはフレーム１２及び前額部支持体１８に着脱自在に取り付けられてよく、
患者の顔上でマスクを調整された所望の位置に維持する。
【００３３】
　前額部支持体１８は、基部１８（１）と、「Ｔ」の上側交差部分に沿って配置される一
対のアーム１８（２）とを備える概略「Ｔ」形である。各アーム１８（２）は、アーム１
８（２）に取り付けられるエラストマーまたは発泡体の前額部パッド２０と、個別のヘッ
ドギアストラップを係合するように適合されたスロット２２とを含む。
【００３４】
　２．ヘッドギアストラップの詰め物を備える前額部支持体
　本発明の一態様は、ヘッドギアからの１つまたは複数のヘッドギアストラップが前額部
支持体用の前額部詰め物として使用され得るように構成された、マスク用の前額部支持体
に関する。すなわち、前額部支持体は従来の前額部パッド（例えば、エラストマーまたは
発泡体のパッド）を備えておらず、代わりに、ヘッドギアからの１つまたは複数のヘッド
ギアストラップが、ヘッドギアストラップの材料が前額部詰め物として機能することが可
能になる形で前額部支持体を通ってループする。
【００３５】
　以下でより詳細に説明するように、前額部支持体は、使用時にストラップが前額部支持
体と患者の前額部との間に配置される形でヘッドギアストラップの少なくとも一部分を支
持するように構成される。例えば、前額部支持体の各アームまたは端部分は、ヘッドギア
ストラップがアームの周りをループし更に患者の前額部に面した内側に沿って延在するの
を可能にするヘッドギアストラップコネクタ（例えば、スロットを画定するクロスバーま
たはバックル）を備えてよい。それにより、前額部支持体が、従来の前額部パッドを使用
することなく安定した或いは固定された部分を形成する。
【００３６】
　以下で説明する各前額部支持体は、患者の前額部に隣接するヘッドギアの少なくとも一
部分を補強する働きをする前額部部材を含む。この前額部部材は、患者の前額部に沿って
横方向に延在するように適合された一対のアームを含んでよく、前額部支持体と一体化し
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て、または別個の部材として提供されてよい。前額部部材は、ヘッドギアに着脱自在に或
いは永久的に取り付けられてよい。
【００３７】
　図示した前額部部材は例示であり、別の適当な構成も可能であることを理解されたい。
例えば、前額部部材は、長さがより短くても或いは長くてもよく（例えば、アームまたは
ウィングが、ストラップ用開口部のための構造を単に形成することにおいて短縮される）
、更に、材料を削減するために先細の端部を含んでもよく、並びに／或いは、接触する表
面積を増大させるためにより幅が広くてもよい。比較的大きな表面積を形成してそれによ
り接触圧を低くするために、また使用時のマスクの横方向安定性を向上させるために、多
くの異なる幾何形状の前額部部材を採用することができる。
【００３８】
　また、前額部部材は、固定した状態でまたは調節自在にマスクフレームに取り付けるこ
とができる基部によって支持されてよい。一実施形態では、基部は、前額部部材を付勢し
、それによりヘッドギアストラップを患者の前額部へと付勢し、並びに／或いは前額部支
持体に使用時における調整性を付加するのを助けるように、輪郭を合わせられてよく、或
いは柔軟性を有してよい。この実施形態では、前額部支持体を曲げるための力の大きさは
、マスクシールを変形させるための力の大きさと同等であってよく、このことが、前額部
支持体が所定の位置に十分に固定されているときの密封状態を確実なものにするのを助け
る。
【００３９】
　一実施形態では、前額部支持体は、個別のヘッドギアストラップをループさせるための
離隔された開口部を形成する端部を備えるＩビームを単に含んでよい。この実施形態では
、詰め物（例えば、発泡体の詰め物）が、使用時の快適性を向上させるために、ストラッ
プにより画定されるループ内に設けられてよい。
【００４０】
　前額部支持体が剛性の場合、ヘッドギアストラップは、使用時に前額部に押圧されて変
形する変形可能な中間物である。前額部支持体が柔軟性を有する場合、前額部支持体は、
前額部の形状を収容し更に接触領域の全体にわたって均等に負荷を分布させるためにヘッ
ドギアストラップと一体に変形する。
【００４１】
　２．１左右対称のストラップ
　図２－１から図２－６に、本発明の実施形態による、左右対称の形で左側及び右側前額
部ストラップを受け入れるように構成された前額部部材を備える前額部支持体が示されて
いる。すなわち、前額部部材の各側（すなわち、前額部部材の右手側及び左手側の両方）
が、左右対称のストラップが前額部部材を通ってループし更に各ストラップの第１のルー
プがマスクの左右対称の垂直面に近傍の穴を通るように構成される。
【００４２】
　以下の実施形態で示すように、各ストラップまたはストラップループは、前額部部材ま
たは前額部支持体を１回、２回、または３回以上通過することができ、それによりストラ
ップが安定した形で固定される。
【００４３】
　また、以下の実施形態では、前額部支持体は剛性であっても或いは柔軟性を有してもよ
く、各実施形態に異なる利点／欠点をもたらす。
【００４４】
　２．１．１単一ループ－ヴェルクロ（Velcro（登録商標））
　図２－１に、本発明の一実施形態による前額部支持体５０を示す。前額部支持体５０は
前額部部材６０を含み、前額部部材６０の各側は、左右対称の垂直面５５の近傍に穴また
は開口を含む（すなわち、前額部部材の左側の穴６２Ｌ及び右側の穴６２Ｒ）。示すよう
に、左側及び右側のヘッドギアストラップ７０Ｌ、７０Ｒは左右対称の垂直面に近傍のそ
れぞれの穴６２Ｌ及び６２Ｒを通ってループしており、それにより、左側及び右側のヘッ
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ドギアストラップ７０Ｌ、７０Ｒが支持領域の大部分を覆うようになる。
【００４５】
　すなわち、各ヘッドギアストラップ７０Ｌ、７０Ｒは、端部領域にループ７２Ｌ、７２
Ｒを形成し、これらのループは使用時には隣接して向かい合う関係となる。各ループ７２
Ｌ、７２Ｒは、ヴェルクロ（Velcro（登録商標））アタッチメント８０によって固定され
るか或いは閉じられてよく、これにより長さの調節が可能となる。しかし、各ループは、
例えば、縫成、バックル等といった他の適当な構成で閉じられてもよい。
【００４６】
　示すように、各ループ７２Ｌ、７２Ｒは、前額部部材の内側表面に隣接する（患者の顔
と向かって面している）内側７４と、前額部部材の外側表面に隣接する（患者の顔から離
れた側を向いている）外側７６とを含む。内側表面に沿ったループの内側７４は、患者の
前額部と前額部支持体との間にヘッドギアの層を形成し、これは、使用時に患者の快適さ
を向上させる詰め物として機能する。具体的には、ヘッドギアの張力下で、ヘッドギアの
詰め物が、圧力の高い接触領域が形成されるのを回避するために前額部の大部分にわたっ
て負荷を分布させ、触れると柔らかく且つ／または温かい接触領域を形成し、前額部の可
能な限り広い部分を前額部支持体と確実に接触させて平均圧力が低下するように、前額部
支持体と患者の前額部との間に柔らかく変形可能な中間物を介在させる。
【００４７】
　一実施形態では、１つまたは複数の位置決めリブまたはリムを前額部支持体の前額部部
材の長手方向に沿って設けて、ヘッドギアストラップと前額部支持体との間の相対的な位
置ずれを防止すること、例えば、相対的な位置ずれを引き起こす可能性があり前額部支持
体を患者の前額部に接触させる可能性がある、シート面に対して垂直の方向（すなわち、
上方－下方平面の方向（すなわち、位置ずれは、前額部支持体の上方または下方へヘッド
ギアストラップが移動すること、それによって下にある剛性支持体材が露出することに起
因する））に沿ったそれらのストラップと前額部支持体との間の相対的な動きを防止する
ことができる。例えば、図２－１－１に示すように、前額部部材６０の上方縁及び下方縁
が、ヘッドギアストラップ７０を受けるためのチャネルを形成してストラップの摺動を誘
導する位置決めリム６３をその長手方向に沿って備えてよい。
【００４８】
　２．１．２内側からの二重ループ－ヴェルクロ（Velcro（登録商標））
　図２－２に、本発明の別の実施形態による前額部支持体２５０を示す。この実施形態で
は、前額部部材２６０の各側が、左右対称の垂直面２５５に近傍の第１の内側穴２６２Ｌ
、２６２Ｒと、部材のそれぞれの端部に近傍の第２の外側穴２６４Ｌ、２６４Ｒとを含む
。示すように、左側及び右側ヘッドギアストラップ２７０Ｌ、２７０Ｒはそれぞれ、左右
対称の垂直面に近傍の個別の内側穴２６２Ｌ、２６２Ｒを通ってループし、それにより、
ストラップ自体が支持領域の大部分を覆うようになる。また、各ストラップ２７０Ｌ、２
７０Ｒは外側穴２６４Ｌ、２６４Ｒを通って戻るようにループし、それにより、ストラッ
プと前額部支持体との間のいかなる位置ずれも防止される。ストラップによって形成され
る各ループ２７２Ｌ、２７２Ｒは、ヴェルクロ（Velcro（登録商標））アタッチメント２
８０によって固定されてよい。示すように、各ストラップ２７０Ｌ、２７０Ｒは前額部支
持体の内側に向かって戻るようにループし、ヴェルクロ（Velcro（登録商標））アタッチ
メント２８０が内側に沿って配置される。
【００４９】
　２．１．３外側からの二重ループ－ヴェルクロ（Velcro（登録商標））
　図２－３に、本発明の別の実施形態による前額部支持体３５０を示す。この実施形態で
は、前額部部材３６０の各側が、左右対称の垂直面３５５に近傍の第１の内側穴３６２Ｌ
、３６２Ｒと、部材のそれぞれの端部に近傍の第２の外側穴３６４Ｌ、３６４Ｒとを含む
。示すように、各ヘッドギアストラップ３７０Ｌ、３７０Ｒは、それぞれの第２の穴３６
２Ｌ、３６２Ｒを通って戻るようにループする。ストラップによって形成される各ループ
３７２Ｌ、３７２Ｒは、ヴェルクロ（Velcro（登録商標））アタッチメント３８０によっ



(9) JP 5542314 B2 2014.7.9

10

20

30

40

50

て固定されてよい。示すように、各ストラップ３７０Ｌ、３７０Ｒは前額部支持体の外側
に向かって戻るようにループし、ヴェルクロ（Velcro（登録商標））アタッチメント３８
０が外側に沿って配置される。
【００５０】
　２．１．４内側からの二重ループ－バックル
　図２－４に、本発明の別の実施形態による前額部支持体４５０を示す。この実施形態は
図２－２に類似しており、ストラップ４７０Ｌ、４７０Ｒが前額部部材４６０のそれぞれ
の第１の穴４６２Ｌ、４６２Ｒ及び第２の穴４６４Ｌ、４６４Ｒを通ってループしており
、前額部支持体の内側に向かって戻るようにループしている。異なるのは、各ストラップ
４７０Ｌ、４７０Ｒが、前額部支持体をバックルとして使用して固定されており、それに
よりヘッドギアの製造プロセスが簡略化され、より安価になることである。例えば、各第
２の穴４６４Ｌ、４６４Ｒは、それぞれのストラップを所定の位置に固定するように構成
された１つまたは複数の歯４６５を含んでよい（例えば、ヘッドギアバックル内でのラダ
ーロック構成）。
【００５１】
　２．１．５二重の詰め物を用いた単一バックル
　図２－５に、本発明の別の実施形態による前額部支持体５５０を示す。この実施形態で
は、前額部部材５６０の各側が、左右対称の垂直面５５５の近傍に対となる穴５６２（１
）Ｌ、５６２（２）Ｌ、５６２（１）Ｒ、５６２（２）Ｒを含む。示すように、各ヘッド
ギアストラップ５７０Ｌ、５７０Ｒは、穴５６２（１）、５６２（２）Ｌ、５６２（１）
Ｒ、５６２（２）Ｒのそれぞれの対を通って戻るようにループし、それにより、両側のル
ープ５７２Ｌ、５７２Ｒが前額部部材の内側表面に沿って（患者の顔に向かって面して）
延在する。この構成により、患者の前額部と前額部支持体との間に挿置される二重の層の
ヘッドギアが形成され、使用時における詰め物の効果が向上する。
【００５２】
　図２－４と同様に、各ストラップ５７０Ｌ、５７０Ｒは前額部支持体５６０をバックル
として使用することにより固定されてよい。図２－１に関連して上述したように、１つま
たは複数の位置決めリムが、安定性を向上させヘッドギアストラップと前額部支持体との
間の相対的な位置ずれを防止するために、前額部支持体の前額部部材の長手方向に沿って
設けられてよい。
【００５３】
　２．１．６二重の詰め物を用いた複数ループ
　図２－６に、本発明の別の実施形態による前額部支持体６５０を示す。この実施形態で
は、前額部部材６６０の各側が、左右対称の垂直面６５５の近傍に対となる内側穴６６２
（１）Ｌ、６６２（２）Ｌ、６６２（１）Ｒ、６６２（２）Ｒ、及び、部材のそれぞれの
端部の近傍に対となる外側穴６６４（１）Ｌ、６６４（２）Ｌ、６６４（１）Ｒ、６６４
（２）Ｒを含む。示すように、各ヘッドギアストラップ６７０Ｌ、６７０Ｒは、外側の穴
６６４（１）Ｌ、６６４（１）Ｒのうちのそれぞれの１つを通過し（外側から内側へ）、
それぞれの内側穴６６２（１）Ｌ、６６２（２）Ｌ、６６２（１）Ｒ、６６２（２）Ｒを
通ってループし、次いで、前額部支持体の外側に向かって戻るように残りの外側穴６６４
（２）Ｌ、６６４（２）Ｒを通過する（内側から外側へ）。
【００５４】
　ストラップは、使用時における詰め物の効果を向上させるために患者の前額部と前額部
支持体との間に挿置される二重の層のヘッドギアを形成する形で複数回ループする。更に
、前額部支持体は、安定性を向上させヘッドギアストラップと前額部支持体との間の相対
的な位置ずれを防止する形でストラップを維持する。
【００５５】
　各ループは、ヴェルクロ（Velcro（登録商標））アタッチメントを用いて或いは図２－
４及び図２－５のようにバックル装置を用いて固定されてよい。
【００５６】
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　２．２非対称のストラップ
　図２－７から図２－９に、ヘッドギアストラップが左右対称の垂直面を基準に左右対称
でない穴をループしている、前額部支持体の実施形態が示されている。
【００５７】
　以下の実施形態では、前額部支持体は剛性であっても或いは柔軟性を有してもよく、各
実施形態に異なる利点／欠点をもたらす。
【００５８】
　２．２．１内側からの二重ループ
　図２－７に、本発明の一実施形態による前額部支持体７５０を示す。前額部支持体７５
０は、部材の一方の端部（例えば、図２－７に示すように左側）に隣接した第１の小さい
穴７６２と部材の他方の端部（例えば、図２－７に示すように右側）に隣接した第２の大
きい穴７６４とを含む前額部部材７６０を含む。
【００５９】
　示すように、より長い左側のヘッドギアストラップ７７０Ｌは、第１及び第２の穴７２
６、７６４を通ってループし、前額部支持体の内側に向かって戻るようにループする。よ
り長い左側のヘッドギアストラップ７７０Ｌは、ヴェルクロ（Velcro（登録商標））アタ
ッチメント７８０を用いて或いはバックル装置を用いて固定されてよい。より短い右側の
ヘッドギアストラップ７７０Ｒは第２の穴７６４を通ってループしており、ヴェルクロ（
Velcro（登録商標））アタッチメント７８０を用いて或いはバックル装置を用いて固定さ
れてよい。より長い左側のヘッドギアストラップ７７０Ｌは、患者の前額部と前額部支持
体との間に挿置されるヘッドギアの層を形成する。
【００６０】
　２．２．２外側からの二重ループ
　図２－８に、本発明の別の実施形態による前額部支持体８５０を示す。この実施形態は
図２－７に類似しており、第１及び第２の穴８６２、８６４が前額部部材８６０のそれぞ
れの端部に隣接している。異なるのは、より長い左側の前額部ストラップ８７０Ｌが、前
額部支持体の外側に向かって戻るようにループしていることである。左側のヘッドギアス
トラップ８７０Ｌは、ヴェルクロ（Velcro（登録商標））アタッチメント８８０を用いて
或いはバックル装置を用いて固定されてよい。より短い右側のヘッドギアストラップ８７
０Ｒは第２の穴８６４を通ってループしており、ヴェルクロ（Velcro（登録商標））アタ
ッチメント８８０を用いて或いはバックル装置を用いて固定されてよい。
【００６１】
　２．２．３追加のバックルを用いたループ
　図２－９に、本発明の別の実施形態による前額部支持体９５０を示す。前額部支持体９
５０は、部材の一方の端部に隣接した第１の穴９６２と部材の他方の端部に隣接した第２
の穴９６４とを含む前額部部材９６０を含む。示すように、より長い左側のヘッドギアス
トラップ９７０Ｌは、第１の穴９６２を通ってループし（外側から内側へ）、前額部支持
体の内側表面に沿って移動し、ストラップの自由端が前額部支持体の外側から延在するよ
うに第２の穴９６４を通ってループする（内側から外側へ）。
【００６２】
　従って、より長い左側のヘッドギアストラップ９７０Ｌは患者の前額部及び前額部支持
体の全周囲をループし、例えばバックル９８０またはヴェルクロ（Velcro（登録商標））
アタッチメントを通して、より短い右側のヘッドギアストラップ９７０Ｒに連結される。
左側の前額部ストラップ９７０Ｌは、例えば引張り効果を生み出すために第１及び第２の
支持穴９６２、９６４の内側に自由に摺動することができる。
【００６３】
　２．３引張り効果
　ヘッドギアストラップの張力は、ストラップが患者の前額部と前額部支持体との間で押
圧されたときにストラップ自体の圧縮に付加的なばね効果を生み出すことができる。これ
は、患者の前額部上に前額部支持体を付勢するのに有利である可能性があり、それにより
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、マスクの密封状態が向上する。加えて、このばね効果によりヘッドギアストラップが患
者の頭のサイズに適合するようになることから、調節機構（例えば、バックル）の必要性
をなくすことができる。
【００６４】
　ばね効果は非対称の構成においてより明白となるが、左右対称の構成に対しても有効で
あり、すなわち、ばね効果の大きさは使用される幾何形状に応じてよい。例えば、図２－
１０に、図２－９に示した前額部支持体と類似しており同様の参照符号で示されている前
額部支持体９５０が示されている。図示したように、ヘッドギアストラップ９７０Ｌは、
ストラップを張力下に置くための穴９６２、９６４の間で伸びることができ、使用時にヘ
ッドギアストラップがばね効果を生み出すのを可能にする。ストラップ９７０Ｌの緊縮性
は、ばね効果を調整するために調節することができる。
【００６５】
　２．４ストラップの取外し
　前額部部材の各穴またはスロットは、ヴェルクロ（Velcro（登録商標））アタッチメン
トを外すことなく、また例えばヘッドギアの正常な長さを減少させることなくヘッドギア
ストラップが固定されるのを可能にするギャップまたは開口側を含んでよい。
【００６６】
　例えば、図２－１１に、第１及び第２のスロット１０６２、１０６４を含んだ前額部部
材１０６０の一方の側が示されており、第１のスロット１０６２はその上側縁に沿って開
口側１０６６を含んでおり、第２のスロット１０６４はその右側縁に沿って開口側１０６
８を含んでいる。示すように、第１のスロット１０６２用の開口側１０６６は、ストラッ
プの不適切な分離を防止するためにＬ形である。この構成により、ヴェルクロ（Velcro（
登録商標））を用いて固定されたストラップが、ヴェルクロ（Velcro（登録商標））自体
を実際に開けることなく、従ってヘッドギアの設定を無効にすることなく、前額部支持体
から取り外されることが可能になる。この構成は、ヘッドギアを洗浄する必要があってそ
の後に適切な密封状態を実現するためにヘッドギアを再度設定することによる時間の損失
を回避する際にかなり有効である。すなわち、この構成は、ヘッドギア支持体からのヘッ
ドギアストラップの組立て及び取外しを容易にする。
【００６７】
　このような即時に解除できる構成は、バックルを用いて固定されたストラップと共に使
用されてもよく、例えば、レスメッドホスピタル（ResMed Hospital）フルフェイスマス
クの即時に解除できるバックル構成が使用されてよい。
【００６８】
　２．５他の構成
　以下に前額部支持体の代替の構成を示す。
【００６９】
　２．５．１ヴェルクロ（Velcro（登録商標））を用いた前額部支持体
　上述したように、ヘッドギアの上側ストラップは、ヴェルクロ（Velcro（登録商標））
を用いて前額部支持体に取り付けることができる。ストラップは使用時において柔らかい
詰め物として機能し、ヴェルクロ（Velcro（登録商標））はストラップを安定させる。
【００７０】
　２．５．２パッドとしてのヘッドギアクリップ
　一実施形態では、ヘッドギアの上側ストラップは、ヘッドギアクリップ装置、すなわち
、前額部支持体に設けられたクリップ受けと着脱自在にインターロックするように適合さ
れた個別のヘッドギアストラップと連動するヘッドギアクリップを介して前額部支持体に
連結されてよい。
【００７１】
　この実施形態は、左右対称ストラップの実施形態（例えば、図２－１から図２－６）と
同様に機能するが、ストラップは、前額部支持体の周りを直接ループする代わりにクリッ
プに連結される。クリップは上述した左右対称面の近傍で前額部支持体に連結され、適切
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な前額部支持体として機能する。クリップは、使用時に患者の前額部と係合する適合され
た内側表面に沿った詰め物を含んでよい。
【００７２】
　２．５．３前額部支持体上の位置決めリブ
　上述したように、１つまたは複数の位置決めリムが、ストラップが摺動するチャネルを
形成するために前額部部材の長手方向に沿って設けられる（図２－１－１）。快適性を向
上させるため、リムは、例えばストラップの過剰な圧縮により患者の前額部に偶然に接触
することがないように、前額部支持体の外側表面に配置されてよい。
【００７３】
　２．５．４切断されたストラップ
　一実施形態では、ヘッドギアの各上側ストラップはその長手軸に沿って切断されてよく
、或いはそうでない場合は、図２－１２に示すように、離隔された一対のストラップ１１
７０、１１７１を形成するように作られてもよい。すなわち、各上側ストラップは、上述
した方式と同様の方式でループして前額部支持体１１５０に固定される端部を有する２つ
の離隔されたストラップ１１７０、１１７１に分岐してよい。例えば、非対称構成（例え
ば、図２－７から図２－９）のより長いストラップは、患者の前額部の輪郭により適合す
るようにその長手軸に沿って切断されてよい。有利には、これにより、患者の前額部上で
より安定したストラップの接合が実現される。
【００７４】
　２．５．５前額部梁
　一実施形態では、前額支持体は、例えばストラップが通過してループするのにちょうど
適当であるように最小寸法であってよい。この実施形態では、可撓性梁が、ヘッドギアス
トラップにより前額部支持体と一体に結び付けられてよい。使用時に、ストラップが患者
の前額部に接触し、梁がその剛性に応じて負荷を分布させる。
【００７５】
　例えば、図２－１３Ａ及び図２－１３Ｂに、開口部１１６２Ｌ、１１６２Ｒに対して十
分である狭い幅を有する前額部部材１１６０を備える前額部支持体１１５０を含むマスク
１１４５が示されている。開口部１１９２Ｌ、１１９２Ｒを備える可撓性梁１１９０は、
前額部部材１１６０の開口部１１６２Ｌ、１１６２Ｒに位置合わせされ、ヘッドギアスト
ラップ１１７０Ｌ、１１７０Ｒを介してそれらと結合される。具体的には、各ヘッドギア
ストラップ１１７０Ｌ、１１７０Ｒは、前額部部材１１６０及び梁１１９０のそれぞれの
開口１１６２Ｌ、１１６２Ｒ、１１９２Ｌ、１１９２Ｒを通ってループし、このループは
、ヴェルクロ（Velcro（登録商標））アタッチメント１１８０を用いて固定されてよい。
梁１１９０の内側表面に沿ったループの内側は、患者の前額部と前額部支持体との間にヘ
ッドギアの層を形成し、これは使用時に詰め物として機能する。
【００７６】
　梁１１９０は追加の構成要素であるため、その材料及び剛性は、マスクのマスクレーム
及び前額部支持体の材料及び剛性とは別に選択することができる。例えば、種々のサイズ
、材料及び／または剛性値の梁が使用されてよく、使用時に適切な荷重分配を実現する。
【００７７】
　本発明を、現時点で最も実用的で好ましい実施形態と思われるものに関連して説明して
きたが、本発明は、開示した実施形態に限定されるものではなく、逆に、本発明の精神及
び範囲に含まれる様々な修正形態及び均等の構成を包含するものであることを理解された
い。また、上述の様々な実施形態を、他の実施形態と合わせて実施してもよく、例えば、
ある実施形態の態様を別の実施形態の態様と組み合わせて更なる別の実施形態を実現して
もよい。更にまた、任意の所与の組立体の各別個の特徴または構成要素は、追加の実施形
態を構成することができる。更に、本発明は閉塞型睡眠時無呼吸（ＯＳＡ：obstructive 
sleep apnea）を患う患者に特に適用されるが、他の病気（例えば、うっ血性心不全、糖
尿病、病的肥満、脳卒中、肥満症治療手術等）を患う患者も、上記の教示から利益を得る
ことができることを理解されたい。更に、上記の教示は、医療以外の用途で、患者にも患
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者でない人にも適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００７８】
【図１】従来の前額部支持体を含むマスクの斜視図である。
【図２－１】本発明の一実施形態による、左右対称のストラップを備える前額部支持体を
示す断面図である。
【図２－１－１】本発明の一実施形態による、位置決めリムを備える前額部部材の概略図
である。
【図２－２】本発明の別の実施形態による、左右対称のストラップを備える前額部支持体
を示す断面図である。
【図２－３】本発明の別の実施形態による、左右対称のストラップを備える前額部支持体
を示す断面図である。
【図２－４】本発明の別の実施形態による、左右対称のストラップを備える前額部支持体
を示す断面図である。
【図２－５】本発明の別の実施形態による、左右対称のストラップを備える前額部支持体
を示す断面図である。
【図２－６】本発明の別の実施形態による、左右対称のストラップを備える前額部支持体
を示す断面図である。
【図２－７】本発明の別の実施形態による、非対称のストラップを備える前額部支持体を
示す断面図である。
【図２－８】本発明の別の実施形態による、非対称のストラップを備える前額部支持体を
示す断面図である。
【図２－９】本発明の別の実施形態による、非対称のストラップを備える前額部支持体を
示す断面図である。
【図２－１０】本発明の一実施形態による、引張り効果を表す、前額部支持体の断面図で
ある。
【図２－１１】本発明の一実施形態による、スロットを含む前額部支持体の平面図である
。
【図２－１２】本発明の一実施形態による、二又に分岐したストラップを備える前額部支
持体の側面図である。
【図２－１３Ａ】本発明の別の実施形態による前額部支持体の前方斜視図である。
【図２－１３Ｂ】図１３Ａで示される前額部支持体の断面図である。
【符号の説明】
【００７９】
　１０　マスク
　１２　フレーム
　１４　クッション
　１６　エルボー
　１８、５０、２５０、３５０、４５０、５５０、６５０、７５０、８５０、９５０、１
１５０　前額部支持体
　１８（１）　基部
　１８（２）　アーム
　２０　前額部パッド
　２２　スロット
　５５、２５５、３５５、５５５、６５５　垂直面
　６０、２６０、３６０、４６０、５６０、６６０、７６０、８６０、９６０、１０６０
、１１６０　前額部部材
　６２Ｌ、６２Ｒ、２６２Ｌ、２６２Ｒ、２６４Ｌ、２６４Ｒ、３６２Ｌ、３６２Ｒ、３
６４Ｌ、３６４Ｒ、４６２Ｌ、４６２Ｒ、４６４Ｌ、４６４Ｒ、５６２（１）Ｌ、５６２
（２）Ｌ、５６２（１）Ｒ、５６２（２）Ｒ、６６２（１）Ｌ、６６２（２）Ｌ、６６２
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（１）Ｒ、６６２（２）Ｒ、６６４（１）Ｌ、６６４（２）Ｌ、６６４（１）Ｒ、６６４
（２）Ｒ、７６２、７６４、８６２、８６４、９６２、９６４　穴
　６３　位置決めリム
　７０、７０Ｌ、７０Ｒ、２７０Ｌ、２７０Ｒ、３７０Ｌ、３７０Ｒ、４７０Ｌ、４７０
Ｒ、５７０Ｌ、５７０Ｒ、６７０Ｌ、６７０Ｒ、７７０Ｌ、７７０Ｒ、８７０Ｌ、８７０
Ｒ、９７０Ｌ、９７０Ｒ、１１７０Ｌ、１１７０Ｒ　ヘッドギアストラップ
　７２Ｌ、７２Ｒ、２７２Ｌ、２７２Ｒ、３７２Ｌ、３７２Ｒ、５７２Ｌ、５７２Ｒ　ル
ープ
　７４　内側
　７６　外側
　８０、２８０、３８０、７８０、８８０、１１８０　ヴェルクロ（Velcro（登録商標）
）アタッチメント
　４６５　歯
　９８０　バックル
　１０６２、１０６４　スロット
　１０６６、１０６８　開口側
　１１４５　マスク
　１１６２Ｌ、１１６２Ｒ、１１９２Ｌ、１１９２Ｒ　開口部
　１１７０、１１７１　離隔されたストラップ
　１１９０　可撓性梁

【図１】 【図２－１】

【図２－１－１】
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【図２－２】 【図２－３】

【図２－４】 【図２－５】

【図２－６】



(16) JP 5542314 B2 2014.7.9

【図２－７】

【図２－８】

【図２－９】

【図２－１０】

【図２－１１】

【図２－１２】

【図２－１３Ａ】

【図２－１３Ｂ】
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